
相模原の環境をよくする会細則 

(入会) 

第１条 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書により申し込むも

のとする。 

(退会) 

第２条 会員が退会しようとするときは、理由を付して届け出るものとする。 

(変更) 

第３条 入会申込書に記載した事項のうち会長が必要と認める事項に変更があ

ったときは、会員は、速やかに所定の変更届により届け出るものとする。 

(会費) 

第４条 会費は年額とし、毎年５月１日から６月３０日までに納入しなければ

ならない。ただし、年度途中においての加入会員は、加入時期に応じ、月割

りにより算出し、入会と同時に納入するものとする。 

２ 前項ただし書の規定により算出した額に１００円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。 

３ 既納の会費は、これを返還しない。 

(負担金) 

第５条 規定会費の他に特定の事業を行う場合、会長は、役員会の同意を得て、

会員に対し負担金を請求することができる。 

(名誉会長及び顧問) 

第６条 名誉会長及び顧問は、会長が、役員会の同意を得て、委嘱するものと

する。 

２ 名誉会長及び顧問の任期は、委嘱された日から、その日の属する年度の３

月３１日までとする。ただし、再任は妨げない。 

(会計) 

第７条 本会の会計のうち、予算執行上の処理については、次のとおりとする。 

(１) 予算の執行は、事務局長が行う。ただし、事務局長が認めるものは事務

局次長が行えるものとする。 

(２) 補正は次のとおりとし、役員会の決定を得て行うものとする。 

ア 項及び目の設定又は廃止 



イ 予算総額の１０パーセント以上の支出を伴う予算額の変更 

ウ 項間の予算額の移動で、当初計上した予算額の２０パーセント以上を

他の項に移動する場合 

(３) 流用は次のとおりとし、事務局長の裁量で行うものとする。 

ア 項間の予算額の移動で、補正に該当しない場合 

イ 目間の予算額の移動 

(４) 充当は、予備費を他の項及び目に使用する場合であり、事務局長の裁量

で行うものとする。 

(５) 契約の性質又は目的が競争に適しない契約をするときは随意契約による

ことができる。  

(６)契約の締結を行う場合においては、原則として２人以上から見積書を徴し

なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において

は、１人の見積書の徴取で足りるものとする。 

ア 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。 

イ 災害の発生等により緊急を要するとき。 

ウ 予定価格が１０万円以下のとき。 

エ 前３号に掲げるもののほか、事務局長が２人以上から見積書を徴する必要

がないと認めるとき。 

(報酬) 

第８条 本会の役員及び事務局職員は、無報酬とする。 

(文書管理) 

第９条 本会の文書の保存期間は、別表のとおりとする。 

２ 保存期間が過ぎた文書は、速やかに廃棄するものとする。ただし、特に必

要と認められる文書については、会長が役員会の同意を得て、保存期間を過

ぎた後も保管することができる。 

３ 前項の規定により文書を廃棄するときは、役員会の決定を得なければなら

ない。 

４ 個人情報が含まれる文書を廃棄するときは、廃棄後に情報が読み取れない

ように配慮しなければならない。 

 

 



附 則 

この細則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成１９年４月２０日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この細則は、平成２９年１１月７日から施行する。 

  附 則 

この細則は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この細則は、令和７年４月２５日から施行する。 



別表(第９条関係) 

文書の区分 保存期間 

会則、細則及び規定 

入会申込書 

退会届 

変更届 

会員名簿 

総会議事録(議案書を含む。) 

役員会議事録 

委託契約書類 

会報(創刊号から) 

常用 

収入伺 

支出命令書 

銀行預金通帳 

１０年 

総会及び役員会関係書類(他の区分に属するものを

除く。) 

事業関係書類(他の区分に属するものを除く。) 

５年 

その他軽易な文書 １年 

備考 保存期間は、文書を作成し、又は取得した事業年度(契約期間の

ある契約書等一定期間効力を有する文書については、その期間の満

了した事業年度)の次の事業年度の初日から計算するものとする。  


